
「建設リサイクルハンドブック2020」追補

　平素より小社出版物につきまして、格別のお引立てに預かり、誠にありがと
うございます。
　本書につきまして、「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を
改正する省令」（令和 3 年 2 月 3 日国土交通省令第 4 号）が公布され、令和 3
年 4月 1日から施行されます。

　これに基づき、追補を作成いたしましたので、ご活用下さい。

改正後 改正前
171頁
上から 3行目
最終改正　令和 3年 2月 3日　国土交通省
令第 4号

171頁
同左
最終改正　令和 2 年12月23日　国土交
通省令第98号

175～177頁
様式第一号　別表 1～別表 3を以下①
～③に差替える。

175～177頁
様式第一号　別表 1～別表 3　差替
え

179～181頁
様式第二号　別表 1～別表 3を以下④
～⑥に差替える。

179～181頁
様式第二号　別表 1～別表 3　差替
え

（参考）
○特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令（抄）

〔令和 3年 2月 3日国土交通省令第 4号〕
附　則

　（施行期日）
第 1条　この省令は、令和 3年 4月 1日から施行する。
　（経過措置）
第 2条　この省令の施行前に特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（以
下「省令」という。）第 2 条第 2 項の規定による届出を行った者が省令第 3
条第 2項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、
改正後の省令別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
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